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研究成果の概要（和文）：　本研究はフランスにおける薬用香料作物の生産振興にかかる取り組みを対象として
おり、また我が国における同様の作物の生産振興を調査対象としてなされた。フランスでの薬用香料作物生産
は、他の農産物分野と同様、有機農業によりなされるようになっている。薬用香料作物の有機栽培は生産者1,
912戸に対して5,057haで、フランスの薬用香料作物全体面積の12.1%が有機農業による。
　さらに薬用香料作物について、興味深いのは、その生産活動が観光と結合していることである。例えばフラン
スの州自然公園42のうち、25の公園が何らかの薬用香料作物生産と関連づけられており、こうした公園の多くは
フランス南部に位置している。

研究成果の概要（英文）：　The research has studied the situation of the production and policy for 
medicinal and perfumery plants in France. We have showed how the organic farming production of these
 plants has developed recently. The surface of these plants cultivated by organic farming is 5,
057ha, for 1,912 farms. 12.1% of total surface of these plants is cultivated by organic farming.
 We have showed also that the production of these plants are connected with tourism activities. For 
example, 25 regional natural parcs of 45 parcs are concerned by these plants.

研究分野： フードシステム

キーワード： 薬用・香料植物　フランス　観光
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１．研究開始当初の背景 

 中国が経済成長を続けるなか、我が国への
漢方薬原料である薬用植物産品の輸出が激
減した。我が国でもこうした植物を自給すべ
きであることが強く意識されることとなっ
た。こうした背景において、薬用香料植物の
生産が多いと思われるフランスの実態を調
査、研究することとなった。 

 

 我が国同様、フランスでも薬用香料作物へ
の需要が増加している。それはとりわけ欧州
の化学薬品に関する REACH 指令により、人
工的な合成医薬品の使用の厳格化などを通
じて、自然な作物を原料とした需要が増加し
ていることによる。REACH 指令とは、EU

における化学物質の登録、評価、認可及び制
限を目的とした規制であり、この指令の対象
となっている化学物質は高懸念物質と呼ば
れ、環境や人体に対し非常に高い懸念を抱か
せる物質とされる。こうした化学物質をめぐ
る規制の問題が欧州の薬用香料作物生産に
も影響を及ぼしている。 

 

 またフランスでは、2013 年 9 月 12 日に大
統領により、高い付加価値と津より成長力を
持ったイノベーティブな産品とサービスか
らなる競争力のある産業を育成するべく、34

の産業発展プランを制定した。この枠組みの
中で 2015 年 2 月 20 日に、「確かで、清潔で
持続的な食品のためのイノベーティブな産
品：機能性食品」のプロジェクト公募が発せ
られた。このような機能性食品の開発に、薬
用香料作物の生産振興がどのように関わり
を持つのかに関心が持たれた。 

 

 

２．研究の目的 

 フランスにおける薬用香料作物の生産振
興を通じた地域競争力の向上について解明
し、我が国の同様の生産振興に役立つ知見を
提供することが目的である。 

 

 その際、こうした植物の生産振興と併せて、
ツーリズムなどによる地域振興にも関心を
向けることとなった。 

 

 

３．研究の方法 

 フランスや我が国における実態を調査す
るべく、現地調査を行い、統計資料の収集と
解析を行った。研究分担者の後藤は東京農業
大学生物産業学部オホーツクキャンパスに
おける香料植物の研究及び香料産品におけ
る教育について現地調査を行った。 
  
 
４．研究成果 
 フランスにおいて有機農業による薬用香
料植物の生産が増加し、またこうした植物と
関連したツーリズムが発展していることが

明らかとなった。本研究はフランスにおける
薬用香料作物の生産振興にかかる取り組み
を対象としており、また我が国における同様
の作物の生産振興を調査対象としてなされ
た。フランスでの薬用香料作物生産は、他の
農産物分野と同様、有機農業によりなされる
ようになっている。薬用香料作物の有機栽培
は生産者 1,912 戸に対して 5,057ha で、フラ
ンスの薬用香料作物全体面積の 12.1%が有機
農業による。 
 
 薬用香料作物の販売方法を見ると、生産者
の大半(66%)は、直売しかしていない。直売
専門生産者で見ると、農場直売を行っている
ものが 82%で、展示販売やフェアで販売して
いる生産者 70%、野外市場 65.6%、直売所 57.8%、
インターネットでの販売 55.6%などとなって
いる。また生産者の売上高の 63%は直売で得
られる。主要な加工方法は、乾燥(78.7%)、
浸漬(60.7%)、蒸留(50.6%)などとなっている。 
 直売で販売される製品タイプを見るとハ
ーブティー(64.8%)、アロマ（乾燥、水溶液）
(51.1%)、乾燥(56.8%)、生の植物(14.8%)、
エッセンシャルオイル(43.2%)等となってい
る(France Agrimer,2016)。 
 
 さらに薬用香料作物について、興味深いの
は、その生産活動が観光と結合していること
である。フランスでは州自然公園が農村ツー
リズムの主な目的地の一つであり、こうした
公園 42 のうち、25 の公園が何らかの薬用香
料作物生産と関連づけられており、こうした
公園の多くはフランス南部に位置している。
なお、こうした薬用香料作物及びその製品の
販売場所であるが、生産者による農場直売や、
直売所での販売が多い。Bauges自然公園の例
を見ると、25％は農場直売、37％が直売所で
の販売である。 
 
 また薬用香料作物の生産振興事例として
アキテーヌ州について文献資料の収集解析
を行った。同州では 176戸の経営が 60種類、
500ha の薬用・香料植物を栽培している。総
じてこれらの生産者は小規模で、半分の経営
が、自分の農地の 5ha以下しかこれらの生産
に当てていない。経営の 5 分の 3 は販売額 2
万 5，000 ユーロ以下である。しかしこうし
た経営の平均年齢は 46 歳であり、同州の 52
歳を下回り、40 歳未満の割合は 27%にも及ぶ
（同州全体では 13%）。このように青年が多い
ことは、彼らの就農にとって、こうした高付
加価値産品が促進要因となることを示唆す
るのである。 
 
 フランスでの薬用香料作物の振興を行っ
ている団体としては全国香水・薬草・香料作
物保全協会 CNPPMA があり、この団体はパリ
近郊のガティネ・フランセ州自然公園に、薬
草園を備えており、4 月から 10 月まで、一般
の観光客を受け容れている。この薬草香料植



物園には 2,000 種類の作物があり、種子の販
売も行われている。 
 
 このように、薬用香料作物を活用した、と
りわけツーリズムを通じた地域振興の事例
は我が国でも広範に導入することが期待さ
れる。 
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